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                     議    案    目    次 

議案第 ３ 号 令和８年度唐津市一般会計予算                             (別冊) 

議案第 ４ 号 令和８年度唐津市国民健康保険特別会計予算                 (別冊) 

議案第 ５ 号 令和８年度唐津市後期高齢者医療特別会計予算               (別冊) 

議案第 ６ 号 令和８年度唐津市介護保険特別会計予算                     (別冊) 

議案第 ７ 号 令和８年度唐津市国民宿舎特別会計予算                     (別冊) 

議案第 ８ 号 令和８年度唐津市水道事業会計予算                         (別冊) 

議案第 ９ 号 令和８年度唐津市工業用水道事業会計予算                   (別冊) 

議案第１０号 令和８年度唐津市下水道事業会計予算                       (別冊) 

議案第１１号 令和８年度唐津市市民病院きたはた事業会計予算             (別冊) 

議案第１２号 令和８年度唐津市モーターボート競走事業会計予算           (別冊) 

議案第１３号 市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例 
制定について                                                 １ 

議案第１４号 唐津市職員定数条例の一部を改正する条例制定について           ３ 

議案第１５号 唐津市職員給与条例の一部を改正する条例制定について           ５ 

議案第１６号 唐津市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 
制定について                                                 ７ 

議案第１７号 唐津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正 
する条例制定について                                       １０ 

議案第１８号 唐津市介護保険条例の一部を改正する条例制定について         １２ 

議案第１９号 唐津市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する 
条例制定について                                           １４ 

議案第２０号 唐津市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一 
部を改正する条例制定について                               １６ 

議案第２１号 唐津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 
を定める条例の一部を改正する条例制定について               ２０ 

議案第２２号 唐津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定 
める条例制定について                                       ２２ 

議案第２３号 唐津市企業立地の促進に関する条例制定について               ３７ 

議案第２４号 唐津市市営住宅条例等の一部を改正する条例制定につい 
て                                                         ４８ 



議案第２５号 唐津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条 
例制定について                                             ５１ 

議案第２６号 唐津市学校給食費条例の一部を改正する条例制定につい 
て                                                         ５３ 

議案第２７号 唐津市監査委員の選任につき市議会の同意を求めること 
について                                                   ５５ 

議案第２８号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その１）                                   ５７ 

議案第２９号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その２）                                   ５９ 

議案第３０号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その３）                                   ６１ 

議案第３１号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その４）                                   ６３ 

議案第３２号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その５）                                   ６５ 

議案第３３号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その６）                                   ６７ 

議案第３４号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その７）                                   ６９ 

議案第３５号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その８）                                   ７１ 

議案第３６号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その９）                                   ７３ 

議案第３７号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その１０）                                 ７５ 

議案第３８号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その１１）                                 ７７ 

議案第３９号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その１２）                                 ７９ 

議案第４０号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その１３）                                 ８１ 

議案第４１号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その１４）                                 ８３ 

議案第４２号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その１５）                                 ８５ 

議案第４３号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 



ることについて（その１６）                                 ８７ 

議案第４４号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その１７）                                 ８９ 

議案第４５号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その１８）                                 ９１ 

議案第４６号 唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求め 
ることについて（その１９）                                 ９３ 

議案第４７号 人権擁護委員の候補者推薦につき市議会の意見を求める 
ことについて（その１）                                     ９５ 

議案第４８号 人権擁護委員の候補者推薦につき市議会の意見を求める 
ことについて（その２）                                     ９７ 

議案第４９号 新唐津市民会館（仮称）改築建築工事請負契約の変更に 
ついて                                                     ９９ 

議案第５０号 新唐津市民会館（仮称）改築空調換気設備工事請負契約 
の変更について                                           １００ 

議案第５１号 新唐津市民会館（仮称）改築給排水衛生設備工事請負契 
約の変更について                                         １０１ 

議案第５２号 新唐津市民会館（仮称）改築電気設備工事請負契約の変 
更について                                               １０２ 

議案第５３号 新唐津市民会館（仮称）展示制作業務委託契約の変更に 
ついて                                                   １０３ 

議案第５４号 グランドピアノ一式購入契約締結について                   １０４ 

議案第５５号 唐津市過疎地域持続的発展計画の策定について               １０５ 

議案第５６号 加唐島辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ 
       いて                                                     １０６ 

議案第５７号 馬渡島辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ 
       いて                                                     １０９ 

議案第５８号 小川島辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ 
       いて                                                     １１２ 

議案第５９号 唐津市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定につい 
て                                                       １１６ 

議案第６０号 市道路線の廃止及び認定について                           １１８ 

議案第６１号 市営住宅等の明渡し請求その他調停申立て並びに訴訟の 
提起及び和解について                                     １２１ 



議案第１３号 

市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例制定について 

市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する

ものとする。 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  地方自治法の一部改正に伴い改正するものである。 

 

－1－



 

唐津市条例第  号 

   市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例 

市長の専決処分事項に関する条例（平成１７年条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

本則第２号中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に

改める。 

   附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

 

－2－



議案第１４号 

   唐津市職員定数条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

                   唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  執行体制の見直し等に伴い職員定数を改正するものである。 

 

－3－



唐津市条例第  号 

唐津市職員定数条例の一部を改正する条例 

 唐津市職員定数条例（平成１７年条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第４号中「２５人」を「２３人」に、「１６人」を「１０人」に改め、同

条第９号中「１８２人」を「１９０人」に改め、同条第１１号中「２５人」を 

「２７人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

－4－



議案第１５号 

   唐津市職員給与条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市職員給与条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

                   唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  人事院勧告等を踏まえ、地域の実態に即した通勤手当への見直しを行

うため改正するものである。 

 

－5－



唐津市条例第  号 

唐津市職員給与条例の一部を改正する条例 

 唐津市職員給与条例（平成１７年条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、

それぞれ次に」を「その使用する自動車等の種類及びその使用距離を考慮して支給

単位期間につき５２，０００円の範囲内において規則で」に改め、同号アからスま

でを削り、同条中第６項を第７項とし、第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、

第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項第３号に掲げる職員であって、自動車等の駐車のための施設等であって

規則で定めるものを利用し、その利用に係る料金（以下この項において「駐車料

金」という｡）を負担することを常例とするもの（規則で定める職員を除く｡）に

は、前項第３号に定める額のほか、５，０００円を超えない範囲内で１箇月当た

りの駐車料金に相当する額として規則で定める額を通勤手当として支給する。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

－6－



議案第１６号 

   唐津市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する

ものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  緊急消防援助隊派遣手当及び災害応急作業等手当の追加に伴い改正す

るものである。 

－7－



唐津市条例第  号 

唐津市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

 唐津市職員特殊勤務手当支給条例（平成１７年条例第５６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条に次の２号を加える。 

 (11) 緊急消防援助隊派遣手当 

(12) 災害応急作業等手当 

 別表に次のように加える。 

緊急消防援助

隊派遣手当 

１日につき １，０８０

円 

ただし、著しく危険であ

ると認める区域で従事し

た 場 合 に あ っ て は 

２，１６０円 

消防組織法（昭和２２年法律第 

２２６号）第４５条第１項の緊急

消防援助隊の出動隊で派遣隊員と

して従事した消防職員 

災害応急作業

等手当 

巡回監視 

１日につき ４８０円 

異常な自然現象により重大な災害

が発生し、若しくは発生するおそ

れがあるものとして規則で定める

現場において行う巡回監視又は当

該現場における重大な災害が発生

した箇所若しくは発生するおそれ

の著しい箇所で行う応急作業又は

応急作業のための災害状況調査に

従事した職員 

 応急作業又は応急作業の

ための災害状況調査 

１日につき ７３０円 

 １日につき １，０８０

円 

災害救助法（昭和２２年法律第 

１１８号）が適用された同法第２

条第１項に規定する災害発生市町

村（本市を除く。）の区域におい 

－8－



  て行う避難所運営、罹災証明に係

る家屋調査その他市長が認める作

業に従事した職員 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市特殊勤務手当支給条例の規定は、この条例の施

行の日以後に従事した業務から適用し、同日前に従事した業務については、なお

従前の例による。 

 

－9－



議案第１７号 

   唐津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定 

について 

 唐津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように

制定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  可燃ごみの取扱区分に指定容器特小を導入することに伴い改正するも

のである。 

－10－



唐津市条例第  号 

   唐津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 唐津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１７年条例第１７６号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第１中 

「 

指定容器 大 １袋につき ４０円 

指定容器 中 １袋につき ３０円 

指定容器 小 １袋につき ２０円 

」 

を 

「 

指定容器 大 １袋につき ４０円 

指定容器 中 １袋につき ３０円 

指定容器 小 １袋につき ２０円 

指定容器 特小 １袋につき １０円 

」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

－11－



議案第１８号 

   唐津市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎 

 

 

提案理由  令和８年度分介護保険料の算定において、特例措置を行うため改正す

るものである。 

 

 

 

 

－12－



唐津市条例第  号 

   唐津市介護保険条例の一部を改正する条例 

 唐津市介護保険条例（平成１７年条例第１６８号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

 （令和８年度分保険料の減免の特例） 

１２ 市長は、令和８年度分の保険料に限り、第１１条第１項の規定にかかわらず、

次の各号のいずれにも該当する者に対し、当該保険料を減免することができる。

この場合において、同条第２項の規定にかかわらず、同項の申請書の提出があっ

たものとみなす。 

(1) 令和７年度分及び令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ていない者 

 (2) 介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第４２０号）の規定

による保険料率の算定において、地方税法の規定による市町村民税が課されて

いるとみなされる者 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

－13－



議案第１９号 

唐津市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

 唐津市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定

するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  地方自治法の一部改正に伴い改正するものである。 

 

 

－14－



唐津市条例第  号 

唐津市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 唐津市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年条例第１７２号）の一部を次

のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

－15－



議案第２０号 

   唐津市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する 

条例制定について 

 唐津市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のように制定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  ひとり親家庭等の医療費助成の現物給付化等に伴い改正するものであ

る。 

－16－



唐津市条例第  号 

   唐津市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する 

条例 

唐津市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（平成１７年条例第１３１

号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(8) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護

事業者及び医療保険各法の保険者又は共済組合が特に認めたものをいう。 

第４条中「助成対象者が」を削り、同条第４号中「第２条の４第２項」を「第２

条の４第２項第１号」に改める。 

第５条を次のように改める。 

（助成の額） 

第５条 市長は、助成対象者が佐賀県内の保険医療機関等において助成対象者に係

る保険給付を受けた場合は、保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書

ごとに、１月につき、次に掲げる額を助成するものとする。ただし、助成対象者

が薬局において保険給付を受けたときは、当該保険給付に係る一部負担金に相当

する額の全額を助成するものとする。 

(1) 入院 当該保険給付に係る一部負担金に相当する額から５００円（その一部

負担金に相当する額が５００円に満たないときは、その額）を控除した額 

(2) 入院外 

ア  初回受診 

当該保険給付に係る一部負担金に相当する額から５００円（その一部負

担金に相当する額が５００円に満たないときは、その額）を控除した額 

イ ２回目の受診以降 

当該保険給付に係る一部負担金に相当する額の全額 

２ 助成対象者が保険給付につき一部負担金又は医療費の全額を負担した場合は、

前項の規定により助成するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、医療保険各法による付加給付及びその他の法令等
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の規定により国又は地方公共団体が負担する医療給付があるときは、当該一部負

担金からその額を除いて算出するものとする。 

第６条中「金の支給」を削る。 

第７条及び第８条を次のように改める。 

（受給資格証） 

第７条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた助成対象者に対し、受

給資格証を交付する。 

２ 前項の規定により受給資格証の交付を受けた助成対象者は、保険医療機関等に

おいて保険給付を受ける場合、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなけれ

ばならない。 

（助成の方法） 

第８条 市長は、第５条第１項の医療費の助成を行う場合には、保険医療機関等の

請求に基づき助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うも

のとする。 

２ 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者に対し助成を行ったも

のとみなす。 

３ 第５条第２項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。 

４ 前項の申請は、助成に係る医療を受けた日の属する月の翌月から起算して１年

以内に行わなければならない。 

５ 市長は、前２項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該審

査のあった日から２月以内に助成すべき額を申請者に交付するものとする。ただ

し、申請者に交付することができないときは、市長が適当と認める者に交付する

ものとする。 

第１１条を第１３条とし、第１０条の次に次の２条を加える。 

（高額療養費等の受領権） 

第１１条 市長は、第５条の規定による助成を行った場合、その助成額の限度にお

いて助成対象者が保険者に対して有する高額療養費及び高額介護合算療養費の受

領権を取得するものとする。 
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（権利の譲渡の禁止） 

第１２条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保

に供してはならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１１月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定は、

公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

規定（第４条の改正規定を除く。）は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行

われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 
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議案第２１号 

   唐津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例制定について 

 唐津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  国が定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改

正に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例 

唐津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第９条（見出しを含む。）並びに第１０条の見出し及び同条第１項並びに第１３

条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

第１６条第６号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「並び

に」を「その他の」に改める。 

第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改め

る。 

第２０条第３項中「当該施設又は事業に係る利用定員」の次に「（子ども・子育

て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認に

おいて定める利用定員をいう。）」を加える。 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２２条の２ 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を

行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を

行う場合には、前２条の規定は適用しない。 

第２６条後段を削る。 

第２７条中「その職員」を「その乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２２号 

   唐津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例制定 

について 

 唐津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を別紙のように

制定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準を定めるため制定するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

  第１節 利用定員に関する基準（第３条） 

  第２節 運営に関する基準（第４条―第３２条） 

 第３章 雑則（第３３条） 

 附則 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づ

き、特定乳児等通園支援事業（特定乳児等通園支援（法第３０条の２０第１項に

規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同

じ。）の運営に関する基準を定めるものとする。 

（一般原則） 

第２条 特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支

援事業者をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者

の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支

援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境

が等しく確保されることを目指さなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前

子どもをいう。以下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学

校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなけれ

ばならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行
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い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第２７条第１項に規定する特

定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を

行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等

通園支援事業を行う事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。) の職

員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２

第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものと

する。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０条の１６

に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通

園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園

支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定

員を定めるものとする。 

第２節 運営に関する基準 

（面談） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定

子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環

境を把握するための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状

態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなければならない。 
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２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、

第１９条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により

当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供す

る特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならな

い。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明

し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なけ

ればならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第３０条の

１５第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用

の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用に

ついて法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市町村が

行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法

第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、

子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号) 第２８条の２４

各号に掲げる事項を確認するものとする。  

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下この

条において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の

申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認

定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 
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（心身の状況等の把握） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認

定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園

支援の利用状況その他の教育・保育等（法第５６条第１項に規定する教育・保育

等をいう。）の利用の状況の把握に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に

提供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項に

規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子ど

もに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければ

ならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提

供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

（支払） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項

（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定により市町村

が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保

護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同

じ。）を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園

支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に規定する

額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園

支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で

必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用と

して見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることがで
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きる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通

園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費    

用 

(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に

要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるもの

に係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認

められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を

交付しなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、

あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支

払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認

定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、

第３項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しな

い。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援

に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対

し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなけれ

ばならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に
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係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、

利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援

提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（昭和２３年厚生省令第６３号） 第３５条の規定に基づき保育所における保

育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２３項に規定する乳児等通園

支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保

護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければ

ならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結

果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその

保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把

握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応

じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を

行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必

要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への

連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等
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支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為に

よって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、

意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（第２２条において「運営規程」という。）を定めておかなけれ

ばならない。 

(1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

(2) その提供する特定乳児等通園支援の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(5) 第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種

類、支払を求める理由及びその額 

(6) 第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に

当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切

な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所

ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳

児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならな

い。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

－29－



３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間

当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場

所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により乳児等支援給

付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳

児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを

目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線

放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国

籍、信条、社会的身分又は第１２条の規定による支払の状況によって、差別的取

扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、

児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認

定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 
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３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支

援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等

支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該

乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかな

ければならない。 

（情報の提供等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用

しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、そ

の希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるよう

に、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努め

なければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告を

する場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規

定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項にお

いて「利用者支援事業者等」という。） 、教育・保育施設、地域型保育事業者

（地域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支

援事業者（乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。）又はその

職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等

通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与

してはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型

保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就

学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利

益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関す
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る乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等

支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども

等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける

ための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容その他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児

等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよ

う努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第

３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市町村が行う報告

若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員

からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の

物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村

が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を市町村に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら

ない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に定める措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故

発生の防止のための指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該
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事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備す

ること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等支

援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

わなければならない。 

（会計の区分） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他

の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

(1) 第１４条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計   

画 

(2) 第１１条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

(3) 第１８条の規定による市町村への通知に係る記録 

(4) 第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第３０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録 
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第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行

うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出に

ついては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等

の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保

護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事

項」という。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電

子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合に

おいて、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出した

ものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の

閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられ
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た当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法

（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するフ

ァイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出

力することにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対

し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するも  

の 

(2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給

付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない

旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定

する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等

支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から第５項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取

得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」と

あり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」とい

う。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項に

おいて準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交

付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項

を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意

を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは
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「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各

号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、

「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供す

る」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とある

のは「第６項において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは

「第６項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行

わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定

による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

   唐津市企業立地の促進に関する条例制定について 

 唐津市企業立地の促進に関する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  佐賀県企業立地の促進に関する条例の廃止に伴い唐津市企業立地促進

条例の全部を改正するものである。 

 

－37－



唐津市条例第  号 

唐津市企業立地の促進に関する条例 

唐津市企業立地促進条例（平成１９年条例第１１号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における企業の立地を促進し、地域経済の活性化、雇用

の創出及び定住の促進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 製造業等 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。 

(2) ビジネス支援サービス業 インターネット付随サービス業その他の固定電気

通信業（他に分類されない固定電気通信業を営む事業所をいう。）、ソフトウ

ェア業、情報処理・提供サービス業、機械設計業、商品検査業、非破壊検査業

のほか規則に定めるものをいう。 

(3) 対象施設 製造業等又はビジネス支援サービス業の用に供する施設のうち、

規則で定めるものをいう。 

(4) 新設 市内に対象施設を有しない者が新たに対象施設を市内に設置し、又は

市内に対象施設を有する者が新たに異なる業種の対象施設を市内に設置するこ

とをいう。 

(5) 増設 市内に対象施設を有する者が同一業種の対象施設を新たに市内に設置

し、又は既存の対象施設を拡充することをいう。 

(6) 立地 市内に対象施設を新設し、又は増設することをいう。 

(7) 特例措置 固定資産税の課税免除及び不均一課税に係る措置をいう。 

(8) 支援措置 第４条第１項各号及び第５条第１項各号に掲げる支援をいう。 

(9) 対象措置 特例措置及び支援措置をいう。 

(10) 特例対象者 本市と立地に係る協定を締結した者で、第６条の規定により指 

定を受けた者のうち、規則で定める特例対象者の要件を満たしたものをいう。 

(11) 奨励対象者 本市と立地に係る協定を締結した者で、第６条の規定により指
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定を受けた者のうち、規則で定める奨励対象者の要件を満たしたものをいう。 

(12) 投下固定資産 立地に伴い取得した対象施設の土地、建物及び償却資産をい

う。 

(13) 新規地元雇用者 立地に伴い新たに採用された者のうち規則で定めるものを

いう。 

(14) 配置転換者等 立地に伴い市外から市内の対象施設への配置転換又は新規雇

用により新たに本市の住民となった者のうち規則で定めるものをいう。 

（特例措置） 

第３条 特例措置の内容は、特例対象者の投下固定資産に係る固定資産税について、

立地後最初に課すべきこととなる年度以後引き続く５年度については課税を免除

し、その翌年度以後引き続く５年度については唐津市税条例（平成１７年条例第

６２号）第６２条の規定にかかわらず、その税率を１００分の０．７とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特例対象者が、他の条例の規定により、固定資産税

の課税免除又は不均一課税の適用を受けることができるときは、当該適用を受け

ることができる固定資産税については、この条例の規定を適用しない。 

（特例対象者に対する支援措置） 

第４条 市長は、特例対象者に対し、予算の範囲内で次に掲げる支援措置を行うこ

とができる。 

(1) 雇用奨励金の交付 

(2) 配置転換者等奨励金の交付 

(3) 次のいずれかの補助金の交付 

ア 工業用水道料金補助金 

イ 水道料金補助金 

ウ 緑地等整備補助金 

２ 前項の支援措置の内容は、別表第１に定めるとおりとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第１条の目的を達成するために、市長が特に必要

と認めるときは、予算の範囲内において別に定めることができる。 

（奨励対象者に対する支援措置） 
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第５条 市長は、奨励対象者に対し、予算の範囲内で次に掲げる支援措置を行うこ

とができる。 

(1) 立地奨励金の交付 

(2) 雇用奨励金の交付 

(3) 配置転換者等奨励金の交付 

(4) 利子補給金の交付 

(5) 設備費補助金の交付 

(6) 研修費補助金の交付 

(7) 建物賃料補助金の交付 

２ 前項の支援措置の内容は、別表第２に定めるとおりとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第１条の目的を達成するために、市長が特に必要

と認めるときは、予算の範囲内において別に定めることができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、第３条に規定する特例措置及び前条に規定する特

例対象者に対する支援措置の適用を受けようとする者に対しては、この条の規定

を適用しない。 

（指定） 

第６条 対象措置の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書

を提出し、市長の指定を受けなければならない。 

（履行の義務） 

第７条 対象措置を受けようとする特例対象者又は奨励対象者（以下「対象者」と

いう。）は、市税その他の徴収金の納付義務を完全に履行していなければならな

い。 

（申請） 

第８条 対象措置を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより市長に申

請しなければならない。 

（変更等の届出） 

第９条 対象措置の決定を受けた対象者は、前条の規定による申請の内容に変更等

が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 
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（指定の承継） 

第１０条 相続、譲渡、合併その他の事由により第６条の規定による指定を受けた

者に変更が生じたときは、承継者は、直ちに承継の事実を証する書類を添えて市

長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出の内容を審査し、当該事業が継続されると認め

られる場合においては、承継者に対し被承継者の残存対象措置を行うことができ

る。 

（対象措置の取消し等） 

第１１条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、対象措置の取

消し、奨励金等の返還その他の必要な措置を採ることができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により、対象措置を受けようとし、又は受けたとき。 

(2) 対象施設を当該事業以外の用途に供したとき。 

(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事業が廃止若しくは休止の状況

にあると認められるとき。 

(4) この条例の規定に違反したとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

（帳簿等の閲覧） 

第１２条 市長は、必要があると認めるときは、関係者に対し帳簿等の閲覧を求め、

又は必要な報告を徴することができる。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（唐津市条例の廃止に関する条例の一部改正） 

２ 唐津市条例の廃止に関する条例（平成１７年条例第３５２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

本則に次の１号を加える。 
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(171) 唐津市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例（平成１８年条例第

６２号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに改正前の唐津市企業立地促進条例及び廃止前

の唐津市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、なお従前の例による。 
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別表第１（第４条関係） 

支援措置の種類 対象業種 対象経費及び交付額 対象期間 限度額 

雇用奨励金の交

付 

製造業等 

ビジネス支

援サービス

業 

新規地元雇用者の数

に５０万円を乗じて

得た額 

立地につき

１回限り 

規則で定

める額 

配置転換者等奨

励金の交付 

配置転換者等の数に

５０万円を乗じて得

た額 

立地につき

１回限り 

規則で定

める額 

工業用水道料金

補助金 

 対象事業の用に供す

るため使用し、納付

した工業用水道料金

相当額 

工業用水道

料金の納付

義務が発生

した月から

起算して３

年間 

なし 

水道料金補助金  対象事業の用に供す

るため使用し、納付

した水道料金の２分

の１相当額 

水道料金の

納付義務が

発生した月

から起算し

て３年間 

なし 

緑地等整備補助

金 

 初期投資時における

工場立地法施行規則

（昭和４９年大蔵省 

・厚生省・農林省・

通商産業省・運輸省

令第１号）第３条に

規定する緑地及び同

規則第４条に規定す 

立地につき

１回限り 

規則で定

める額 
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  る緑地以外の環境施

設の整備に要する費

用に２分の１を乗じ

て得た額（千円未満

切捨て） 
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別表第２（第５条関係） 

支援措置の種類 対象業種 対象経費及び交付額 対象期間 限度額 

立地奨励金の交

付 

製造業等 納付した投下固定資

産に係る固定資産税

相当額 

立地後最初に固

定資産税を課す

こととなる年度

から３年間 

なし 

 ビジネス

支援サー

ビス業 

納付した立地に伴う

操業開始の日から２

年を経過した日まで

に取得した設備機器

に係る固定資産税相

当額 

立地後最初に固

定資産税を課す

こととなる年度

から３年間 

なし 

雇用奨励金の交

付 

製造業等 

ビジネス

支援サー

ビス業 

新規地元雇用者の数

に５０万円を乗じて

得た額 

立地につき１回

限り 

規 則 で

定 め る

額 

配置転換者等奨

励金の交付 

配置転換者等の数に

５０万円を乗じて得

た額 

立地につき１回

限り 

規 則 で

定 め る

額 

利子補給金の交

付 

製造業等 投下固定資産の取得

のために金融機関か

ら借り入れた資金に

対する利子の利率年

１％の部分に相当す

る額（利率が１％未

満の場合は、当該利

率の部分に相当する

額） 

対象経費を最初

に支払うことと

された日から７

年間 

規 則 で

定 め る

額 
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 ビジネス

支援サー

ビス業 

立地に伴い設備機器

取得のために金融機

関から借り入れた資

金に対する利子（設

備費補助金の交付を

受ける場合は、当該

資金から設備費補助

金の額を差し引いた

額の利子）の利率年

１％の部分に相当す

る額（利率が１％未

満の場合は、当該利

率の部分に相当する

額） 

対象経費を最初

に支払うことと

された日から７

年間 

規 則 で

定 め る

額 

設備費補助金の

交付 

ビジネス

支援サー

ビス業 

立地に伴う操業開始

の日から２年を経過

した日までの設備機

器の取得又は賃借に

要した経費の２分の

１相当額 

立地につき１回

限り 

規 則 で

定 め る

額 

研修費補助金の

交付 

 新規地元雇用者に対

する研修に要した経

費の２分の１相当額 

立地につき１回

限り 

規 則 で

定 め る

額 

建物賃料補助金

の交付 

 本来業務の用に供す

る建物賃料（共益費

等の附属費用を除 

く。）の２分の１相 

操業開始の日か

ら２年間 

なし 
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  当額（市以外から補

助金の交付を受ける

場合は、対象経費か

ら当該補助金額を差

し引いた額の２分の

１相当額） 
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議案第２４号 

   唐津市市営住宅条例等の一部を改正する条例制定について 

 唐津市市営住宅条例等の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  市営住宅等の一部用途廃止に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市市営住宅条例等の一部を改正する条例 

 （唐津市市営住宅条例の一部改正） 

第１条 唐津市市営住宅条例（平成１７年条例第２５７号）の一部を次のように改

正する。 

別表高倉市営住宅の項及び天徳市営住宅の項を削る。 

 （唐津市改良住宅条例の一部改正） 

第２条 唐津市改良住宅条例（平成１７年条例第２５９号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１地区施設の部立園共同作業場の項を削る。 

別表第３中 

 「 

昭和４７ 立園集会所 鉄骨造平屋建 １２６．００

㎡ 

無料 

昭和４７ 立 園 共 同 作

業場 

鉄骨造平屋建 ３３７．０８

㎡ 

１３，２００

円 

」 

 を 

 「 

昭和４７ 立園集会所 鉄骨造平屋建 １２６．００

㎡ 

無料 

」 

に改める。 

（唐津市特定目的住宅条例の一部改正） 

第３条 唐津市特定目的住宅条例（平成１８年条例第１３号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「、独居老人、母子家庭」を削る。 

第２条第１号中「、独居老人、母子家庭」を削る。 

第５条中第６号を削り、第７号を第６号とする。 

別表第１老人母子等住宅の項を削る。 
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別表第２中２の表を削り、３の表を２の表とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２５号 

唐津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について 

唐津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のように制定す

るものとする。 

令和８年２月２５日  提出 

唐津市長  峰  達 郎     

 

 

提案理由  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴

い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

唐津市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年条例第３３７号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただ

し書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「１００ 

円」を「４３３円」に改め、「、第２号に該当する扶養親族については１人につき

３８３円を」を削り、「第３号から第６号まで」を「第２号から第５号まで」に改

め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ

繰り上げる。  

 別表中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７００円」を 

「１４，１７０円」に、「１４，５００円」を「１５，０００円」に、 

「１１，３００円」を「１１，６７０円」に、「１２，１００円」を 

「１２，５００円」に、「９，７００円」を「１０，０００円」に、 

「１０，５００円」を「１０，８４０円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び

第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた

唐津市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損

害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係

る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補

償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」とい

う。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年

金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補

償年金等については、なお従前の例による。 

－52－



議案第２６号 

   唐津市学校給食費条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市学校給食費条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  国が実施する学校給食費の負担軽減策の制度化にあわせて改正するも

のである。 

 

－53－



唐津市条例第  号 

   唐津市学校給食費条例の一部を改正する条例 

 唐津市学校給食費条例（令和５年条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

第６条を第７条とし、第５条を第６条とする。 

第４条中「学校給食費負担者」の次に「（前条の規定により学校給食費を徴収し

ないとされる者を除く。）」を加え、同条を第５条とし、第３条の次に次の１条を

加える。 

（学校給食費の無償化） 

第４条 前条の規定にかかわらず、第２条第４号に規定する児童又は生徒の保護者

等（規則で定める学校給食費に関する給付を受けている保護者等を除く。）につ

いては、学校給食費を徴収しない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市学校給食費条例の規定は、この条例の施行の日

以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施する学

校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。 

－54－



議案第２７号 

      唐津市監査委員の選任につき市議会の同意を求めることについて 

  次の者を唐津市監査委員に選任することにつき市議会の同意を求める。 

    令和８年２月２５日  提出 

                                         唐津市長  峰  達 郎     

 

住    所    １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏    名    井 上 成 明 

生年月日    １１１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由    地方自治法第１９６条第１項の規定により市議会の同意を求めるもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－55－



議案第２７号参考資料 

 

井

いの

 上

うえ

 成

なり

 明

あき

１１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１ 

昭和５６年 ４ 月    福岡国税局入局（令和５年７月退職） 

１１１１１１１１    １１１１１ 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

 

 

－56－



議案第２８号 

   唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  岩 永 好 彦 

生年月日  １１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－57－



議案第２８号参考資料 

 

岩

いわ

 永

なが

 好

よし

 彦

ひこ

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１ 

令和 ２ 年 ４ 月    唐津市農地利用最適化推進委員（現在に至る） 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

－58－



議案第２９号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その２） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                         唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  曲 淵 俊 之 

生年月日  １１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－59－



議案第２９号参考資料 

 

曲

まがり

 淵

ふち

 俊

とし

 之

ゆき

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

１１ 

令和 ５ 年 ４ 月  唐津市農業委員会委員（現在に至る） 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

－60－



議案第３０号 

   唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その３） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  末 武 久 門 

生年月日  １１１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－61－



議案第３０号参考資料 

 

末

すえ

 武

たけ

 久

ひさ

 門

と

１１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ５ 年 ４ 月    唐津市農地利用最適化推進委員（現在に至る） 

 

－62－



議案第３１号 

   唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その４） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  稲 毛 勢 樹 

生年月日  １１１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－63－



議案第３１号参考資料 

 

稲

いな

 毛

げ

 勢

せい

 樹

き

１１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ５ 年 ４ 月    唐津市農地利用最適化推進委員（現在に至る） 

－64－



議案第３２号 

   唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その５） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  谷 口   一 郎 

生年月日  １１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－65－



議案第３２号参考資料 

 

谷

たに

 口

ぐち

  

き

 一

いち

 郎

ろう

１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

平成３１年 ４ 月  唐津市原駐在員（令和２年３月まで） 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ５ 年 ４ 月    唐津市農地利用最適化推進委員（現在に至る） 

 

－66－



議案第３３号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その６） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                         唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  古 賀 由 紹 

生年月日  １１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－67－



議案第３３号参考資料 

 

古

こ

 賀

が

 由

よし

 紹

つぐ

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１ 

昭和５４年 ４ 月  佐賀県に奉職 

平成２０年 ４ 月  佐賀県生産振興部畜産課長 

平成２２年 ４ 月  佐賀県武雄農林事務所長 

平成２６年 ９ 月  佐賀県杵藤農林事務所長 

平成２９年 ３ 月  佐賀県を退職  

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

１１ 

令和 ５ 年 ４ 月  唐津市農業委員会委員（現在に至る） 

－68－



議案第３４号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その７） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                         唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  中 山 政 俊 

生年月日  １１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－69－



議案第３４号参考資料 

 

中

なか

 山

やま

 政

まさ

 俊

とし

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１

１１ 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ２ 年 ４ 月  唐津市農地利用最適化推進委員（令和５年４月まで） 

令和 ５ 年 ４ 月  唐津市農業委員会委員（現在に至る） 

 

－70－



議案第３５号 

   唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その８） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  吉 田 孝 好 

生年月日  １１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－71－



議案第３５号参考資料 

 

吉

よし

 田

だ

 孝

たか

 好

よし

１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

－72－



議案第３６号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その９） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                        唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  河 上 和 則 

生年月日  １１１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－73－



議案第３６号参考資料 

 

河

かわ

 上

かみ

 和

かず

 則

のり

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ５ 年 ４ 月  唐津市農業委員会委員（現在に至る） 

 

－74－



議案第３７号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１０） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                        唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  山 口 正 則 

生年月日  １１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－75－



議案第３７号参考資料 

 

山

やま

 口

ぐち

 正

まさ

 則

のり

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ５ 年 ４ 月  唐津市農業委員会委員（現在に至る） 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１ 

 

－76－



議案第３８号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１１） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                        唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  堀 田 泰 夫 

生年月日  １１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－77－



議案第３８号参考資料 

 

堀

ほっ

 田

た

 泰

やす

 夫

お

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１ 

 

－78－



議案第３９号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１２） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                        唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  梅 野 一 也 

生年月日  １１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－79－



議案第３９号参考資料 

 

梅

うめ

 野

の

 一

かず

 也

や

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１ 

昭和５５年 ４ 月    北波多村に奉職 

平成１６年 ４ 月  北波多村会計課会計係長 

平成１７年 １ 月    唐津市会計分室（北波多支所）審査出納係長 

平成２０年 ４ 月    唐津市北波多支所地域振興課地域振興係長 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

平成２１年 ４ 月    唐津市北波多支所総合支援課産業振興係長 

平成２２年 ４ 月    唐津市北波多支所産業課産業振興係長 

平成２４年 ４ 月    唐津市会計課副課長 

平成２６年 ４ 月    唐津市市民部保険年金課付参事（佐賀県後期高齢者医療広

域連合派遣） 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

平成２９年 ４ 月  唐津市北波多市民センター長 

平成３１年 ４ 月  唐津市市民部清掃センター整備室清掃センター整備係主幹 

令和 ２ 年 ３ 月    唐津市を退職 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１ 

 

－80－



議案第４０号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１３） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                        唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  小 林 弘 幸 

生年月日  １１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－81－



議案第４０号参考資料 

 

小

こ

 林

ばやし

 弘

ひろ

 幸

ゆき

１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１ 

平成３１年 ４ 月  唐津市野田駐在員（令和２年３月まで） 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ５ 年 ４ 月  唐津市農地利用最適化推進委員（現在に至る） 

 

－82－



議案第４１号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１４） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                         唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  阿 部  太 

生年月日  １１１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－83－



議案第４１号参考資料 

 

阿

あ

 部

べ

  太

ふとし

１１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

平成２５年 ４ 月    唐津市滝川駐在員（平成２７年３月まで） 

平成２６年 ４ 月    唐津市農業委員会委員（現在に至る） 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ２ 年 ４ 月  唐津市農業委員会副会長（現在に至る） 

－84－



議案第４２号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１５） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                         唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  能 隅 良 子 

生年月日  １１１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－85－



議案第４２号参考資料 

 

能

のう

 隅

ずみ

 良

よし

 子

こ

１１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ５ 年 ４ 月  唐津市農業委員会委員（現在に至る） 

－86－



議案第４３号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１６） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                         唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  打 越 映 子 

生年月日  １１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－87－



議案第４３号参考資料 

 

打

うち

 越

こし

 映

えい

 子

こ

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１ 

－88－



議案第４４号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１７） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                         唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  平 河 辰 幸 

生年月日  １１１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－89－



議案第４４号参考資料 

 

平

ひら

 河

かわ

 辰

たつ

 幸

ゆき

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

－90－



議案第４５号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１８） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                         唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  平 田 菊 典 

生年月日  １１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－91－



議案第４５号参考資料 

 

平

ひら

 田

た

 菊

きく

 典

のり

１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

平成２７年 ４ 月  唐津市塩鶴駐在員（平成２９年３月まで） 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ５ 年 ４ 月  唐津市農業委員会委員（現在に至る） 

－92－



議案第４６号 

唐津市農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについ 

て（その１９） 

次の者を唐津市農業委員会委員に任命することにつき市議会の同意を求める。 

令和８年２月２５日 提出 

                                         唐津市長 峰  達 郎     

 

住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１ 

氏  名  古 舘 正 一 

生年月日  １１１１１１１１１ 

 

 

提案理由  農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により市議会の同意を

求めるものである。 

－93－



議案第４６号参考資料 

 

 古

ふる

 舘

たち

 正

しょう

 一

いち

１１１１１１１１１１１１ 

 

略            歴 

１１１１１１１１    １１１１１１１１１１１１１１ 

令和 ５ 年 ４ 月  唐津市農地利用最適化推進委員（現在に至る） 

－94－



 

議案第４７号 

   人権擁護委員の候補者推薦につき市議会の意見を求めることについて 

   （その１） 

 次の者を人権擁護委員の候補者に推薦することにつき市議会の意見を求める。 

  令和８年２月２５日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎 

 

 住  所  １１１１１１１１１１１１１１１ 

 氏  名  松 岡 宗 鶴 

 生年月日  １１１１１１１１１１ 

  

  

提案理由  人権擁護委員法第６条第３項の規定により市議会の意見を求めるもの     

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－95－



議案第４７号参考資料 

 

   松

まつ

 岡

おか

 宗

そう

 鶴

かく

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略      歴 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－96－



 

議案第４８号 

   人権擁護委員の候補者推薦につき市議会の意見を求めることについて 

（その２） 

 次の者を人権擁護委員の候補者に推薦することにつき市議会の意見を求める。 

  令和８年２月２５日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎 

 

 住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

 氏  名  井 上 美 由 樹 

 生年月日  １１１１１１１１１１１ 

  

  

提案理由  人権擁護委員法第６条第３項の規定により市議会の意見を求めるもの     

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－97－



議案第４８号参考資料 

 

   井

いの

 上

うえ

 美

み

 由

ゆ

 樹

き

１１１１１１１１１１１１１１ 

 

略      歴 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１ 

昭和６２年 ４ 月  佐賀県に奉職（呼子町立呼子中学校教諭） 

平成 ６ 年 ４ 月  肥前町立納所小学校教諭 

平成１４年 ４ 月  肥前町立入野小学校星賀分校教諭 

平成１６年 ４ 月  玄海町立牟形小学校教諭 

平成２２年 ４ 月  唐津市立呼子小学校教諭 

平成２７年 ３ 月  佐賀県を退職 

平成２９年 ７ 月  人権擁護委員（現在に至る） 

平成３０年 ４ 月  唐津市青少年支援センター継続相談員（平成３１年３月ま

で） 

令和 ２ 年 ４ 月  唐津市青少年支援センター継続相談員（令和７年３月ま 

で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－98－



議案第４９号 

新唐津市民会館（仮称）改築建築工事請負契約の変更について 

 新唐津市民会館（仮称）改築建築工事請負契約の一部を次のとおり変更する。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

議決年月 日 

及び議案番号 

内   容 

事項名 変 更 後 変 更 前 

令和６年９月２日 

議案第８６号 
契約金額 金 7,195,480,600 円 金 6,792,500,000 円 

 

  

提案理由  新唐津市民会館（仮称）改築工事の工期延長等に伴い、契約金額を変

更する必要があるため提案するものである。 

 

－99－



議案第５０号 

新唐津市民会館（仮称）改築空調換気設備工事請負契約の変更につ

いて 

 新唐津市民会館（仮称）改築空調換気設備工事請負契約の一部を次のとおり変更

する。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

議 決 年 月 日 

及び議案番号 

内   容 

事項名 変 更 後 変 更 前 

令和６年９月２日 

議案第８７号 
契約金額 金 1,633,112,800 円 金 1,452,000,000 円 

 

  

提案理由  新唐津市民会館（仮称）改築工事の工期延長等に伴い、契約金額を変

更する必要があるため提案するものである。 

 

－100－



議案第５１号 

新唐津市民会館（仮称）改築給排水衛生設備工事請負契約の変更に

ついて 

 新唐津市民会館（仮称）改築給排水衛生設備工事請負契約の一部を次のとおり変

更する。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

議 決 年 月 日 

及び議案番号 

内   容 

事項名 変 更 後 変 更 前 

令和６年９月２日 

議案第８８号 
契約金額 金 721,146,800 円 金 669,900,000 円 

 

  

提案理由  新唐津市民会館（仮称）改築工事の工期延長等に伴い、契約金額を変

更する必要があるため提案するものである。 

 

－101－



議案第５２号 

新唐津市民会館（仮称）改築電気設備工事請負契約の変更について 

 新唐津市民会館（仮称）改築電気設備工事請負契約の一部を次のとおり変更する。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

議 決 年 月 日 

及び議案番号 

内   容 

事項名 変 更 後 変 更 前 

令和６年９月２日 

議案第８９号 
契約金額 金 1,634,592,300 円 金 1,364,000,000 円 

 

  

提案理由  新唐津市民会館（仮称）改築工事の工期延長等に伴い、契約金額を変

更する必要があるため提案するものである。 

 

－102－



議案第５３号 

新唐津市民会館（仮称）展示制作業務委託契約の変更について 

 新唐津市民会館（仮称）展示制作業務委託契約の一部を次のとおり変更する。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

議 決 年 月 日 

及び議案番号 

内   容 

事項名 変 更 後 変 更 前 

令和６年１２月２３日 

議案第１４２号 
契約金額 金 401,441,700 円 金 374,000,000 円 

 

  

提案理由  新唐津市民会館（仮称）改築工事の工期延長に伴い、契約金額を変更

する必要があるため提案するものである。 

 

－103－



議案第５４号 

   グランドピアノ一式購入契約締結について 

 グランドピアノ一式購入契約を次のとおり締結するものとする。 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

１ 契 約 の 目 的  グランドピアノ一式購入 

２ 契 約 の 方 法  随意契約 

３ 契 約 金 額  金３９，６９３，２８０円 

４ 契約の相手方  東京都八王子市元横山町一丁目１２番６号 

        株式会社ベヒシュタイン・ジャパン 

        代表取締役社長 加 藤 正 人  

 

 

提案理由  地方自治法第９６条第１項第８号及び唐津市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提案するも

のである。 

 

－104－



議案第５５号 

   唐津市過疎地域持続的発展計画の策定について 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８

条第１項の規定により、唐津市過疎地域持続的発展計画を次のように定めるものと

する。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

唐津市過疎地域持続的発展計画  別冊 

 

 

提案理由  過疎地域の総合的かつ計画的な対策を図るため定めるものである。 

－105－



議案第５６号 

   加唐島辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭

和３７年法律第８８号）第３条の規定により、加唐島辺地に係る公共的施設の総合

整備計画を別紙のように定めるものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  加唐島辺地に係る公共的施設の総合的かつ計画的整備を図るため定め

るものである。 

－106－



総合整備計画書 

 

                  佐賀県唐津市鎮西町加唐島辺地 

（辺地の人口１０３人 面積２．８ ） 

 

１ 辺地の概況 

 (1) 辺地を構成する町又は字の名称 

   佐賀県唐津市鎮西町加唐島 

 (2) 地域の中心の位置 

   佐賀県唐津市鎮西町加唐島７０８番２ 

 (3) 辺地度点数 

   １６８点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

本辺地は、唐津市の北西部に位置する離島で、呼子港から７キロメートル、渡

船で約２０分を要する半農半漁の離島である。本島の北側には椿の群生が見られ、

韓国百済の第２５代王「武寧王」の生誕伝承を元に島おこしがすすめられている

歴史と自然豊かな島である。 

加唐島の公共的施設については、その整備が行われているが、他の地域と比較

して住民の生活文化水準が低いため、その格差を是正し、もって住民の福祉の向

上を図る必要がある。 

(1) 医療施設等設備整備事業 

超音波診断装置は超音波を使用して体内を調べる装置で、加唐島診療所で現

在使用しているデジタル超音波診断装置は平成２７年３月２３日に購入したも

ので老朽化による故障等を繰り返しており、安定した医療の提供が困難である

状況のため、機器を更新し住民への安定した医療提供体制の確保を図るもので

ある。 

 (2) 教員宿舎管理費 
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加唐島地区甲号宿舎は平成２年に、新加唐島地区宿舎は平成２１年に建築 

し、教職員の定住促進に寄与してきたが、老朽化や塩害による劣化が発生して

いるため、ドアの改修や照明灯の LED 化工事を実施することにより、教職員宿

舎の住環境の向上を図るものである。 

     

３ 公共的施設の整備計画 

  令和８年度 １年間   

(単位：千円) 

区   分 

事業費 

財 源 内 訳 一般財源

の う ち 

辺地対策

事業債の

予 定 額 

備 考 特定 

財源 

一般 

財源 
施 設 名 事業主体名 

医療施設等設備整

備事業 
唐津市 6,600 3,300 3,300 3,300  

教員宿舎管理費 唐津市 5,301 0 5,301 5,300  

計 11,901 3,300 8,601 8,600  
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議案第５７号 

   馬渡島辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭

和３７年法律第８８号）第３条の規定により、馬渡島辺地に係る公共的施設の総合

整備計画を別紙のように変更するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  馬渡島辺地に係る公共的施設の総合的かつ計画的整備を図るため変更

するものである。 
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総合整備計画書（第２次変更） 

 

                  佐賀県唐津市鎮西町馬渡島辺地 

（辺地の人口２４７人 面積４．２ ） 

 

１ 辺地の概況 

 (1) 辺地を構成する町又は字の名称 

   佐賀県唐津市鎮西町馬渡島 

 (2) 地域の中心の位置 

   佐賀県唐津市鎮西町馬渡島２８番 

 (3) 辺地度点数 

   １６９点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

本辺地は、唐津市の北西部に位置する離島で、名護屋港から１２．６キロメー

トルの距離にあり、渡船で３０分を要する半農半漁の孤島である。また、佐賀県

一大きい島で、ブッポウソウ、エゾムシクイ、キジ等の野鳥及び野生のヤギが生

息するほか、島固有の草花等を有する自然豊かな島である。 

馬渡島の公共的施設については、その整備が行われているが、他の地域と比較

して住民の生活文化水準が低いため、その格差を是正し、もって住民の福祉の向

上を図る必要がある。 

(1) 漁業集落排水長寿命化事業 

馬渡島地区の漁業集落排水施設は、平成１２年に供用開始して以来、地区の

水域環境及び生活環境の改善に寄与してきたが、経年劣化による老朽化が著し

く、また、機器の耐用年数が超過し、機能低下が著しい状況であるため、集落

排水施設の更新を行い、生活衛生の向上を図るものである。 

(2) 馬渡島航路浮桟橋長寿命化事業 

馬渡島航路浮桟橋は、平成２４年に整備して以来１３年間、島と本土を結ぶ
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唯一の交通機関である離島航路の渡船施設として、島民の生活に寄与してきた

が、経年劣化による老朽化が著しい。 

特に係留のためのチェーンは腐食が著しい状況であり、浮桟橋長寿命化の 

ために更新を行うことで、島民の生活維持を図るものである。 

(3) 教員宿舎管理費 

馬渡地区丙号宿舎は昭和５１年に建築、馬渡島地区甲号宿舎は昭和６０年 

及び平成１２年に建築、新馬渡地区宿舎は平成２１年に建築し、教職員の定住

促進に寄与してきたが、老朽化や塩害による劣化が著しい。 

水道管の改修や照明灯の LED 化工事を実施することにより、教職員宿舎の住

環境の向上を図るものである。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

  令和５年度から令和１０年度までの６年間 
                             （単位：千円） 

区   分 

事業費 

財 源 内 訳 一般財源 

の う ち 

辺地対策

事業債の

予 定 額 

備 考 特定 

財源 

一般 

財源 
施 設 名 事業主体名 

変

更

前 

漁業集落排水長

寿命化事業 
唐津市 31,777 14,577 17,200 8,600 

令和５年度から 

令和８年度まで  

馬渡島航路浮浅

橋長寿命化事業 
唐津市 8,415 0 8,415 8,400 令和７年度 

計 40,192 14,577 25,615 17,000  

変

更

後 

漁業集落排水長

寿命化事業 
唐津市 31,777 14,577 17,200 8,600 

令和５年度から 

令和８年度まで  

馬渡島航路浮浅

橋長寿命化事業 
唐津市 8,415 0 8,415 8,400 令和７年度 

教員宿舎管理費 唐津市 11,336 0 11,336 11,300 
令和８年度から 

令和１０年度まで 

計 51,528 14,577 36,951 28,300  
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議案第５８号 

   小川島辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭

和３７年法律第８８号）第３条の規定により、小川島辺地に係る公共的施設の総合

整備計画を別紙のように変更するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  小川島辺地に係る公共的施設の総合的かつ計画的整備を図るため変更

するものである。 
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総合整備計画書（第３次変更） 

 

                  佐賀県唐津市呼子町小川島辺地 

（辺地の人口２７４人  面積０．９ ） 

 

１ 辺地の概況 

 (1) 辺地を構成する町又は字の名称  

   佐賀県唐津市呼子町小川島 

 (2) 地域の中心の位置 

   佐賀県唐津市呼子町小川島３６番５ 

 (3) 辺地度点数 

   １６４点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

本辺地は、唐津市の北西部に位置する離島で、呼子港から６．８キロメートル

の距離にあり、渡船で約２０分を要する半農半漁の孤島である。また、江戸時代

は捕鯨の基地として栄えたが、現在はイカ漁に移行している。 

小川島の公共的施設については、その整備が行われているが、他の地域と比較

して住民の生活文化水準が低いため、その格差を是正し、もって住民の福祉の向

上を図る必要がある。 

(1) 小川島教職員宿舎改修事業 

小川島教職員宿舎（北宿舎）は、昭和５５年に建設し、教職員の定住促進に

寄与してきたが、老朽化や塩害による劣化が発生し、改修が必要となっている

ため、教職員宿舎の改修を実施することにより、教職員宿舎の住環境の向上を

図るものである。 

 (2) 医療施設等設備整備事業 

   小川島診療所は、昭和５６年に開設して以来、島民の健康維持に寄与するた

め、随時医療設備の更新や新規医療機器の導入を行ってきた。 
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   今回導入予定の医療機器については、いずれも地域医療に必要不可欠なもの

であり、離島医療を充実し、島民の生活の安全を確保するため早急に導入し、

整備を図る必要があるものである。 

  ア 自動分割分包機の更新 

    自動分割分包機は、平成２２年度に購入したもので、老朽化による故障等

を繰り返している。患者に薬を渡すまでに時間がかかり、日常業務に支障を

来していることから機器を更新するものである。 

  イ 内視鏡洗浄消毒装置の更新 

    内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡の施術機会の増大とともに、使用頻度が増

加している機器であるが、平成２３年度に購入したもので、消毒機能が追い

付かず、日常業務に支障を来していることから機器を更新するものである。 

  ウ デジタル超音波診断装置の更新 

    デジタル超音波診断装置は、平成２３年度に購入したもので、老朽化のた

め抽出能力に限界があり、疾病の早期発見、病態評価や経過観察ができにく

い状態である。島民の高齢化及び定期的に本土の医療機関を容易に受診でき

ない地理的条件などを考慮し、対策を講ずる必要があるため更新するもので

ある。 

(3) 漁業集落排水長寿命化事業 

小川島地区の漁業集落排水施設は、平成１６年に供用開始して以来、地区の

水域環境及び生活環境の改善に寄与してきたが、経年劣化による老朽化が著し

く、また、機器の耐用年数が超過し、機能低下が著しい状況であるため、集落

排水施設の更新を行い、生活衛生の向上を図るものである。 

(4) 教員宿舎管理費 

小川島教職員宿舎は、北宿舎が昭和５５年に建築、南宿舎が昭和５６年に建

築され、教職員の定住促進に寄与してきたが、老朽化や塩害による劣化が発生

しているため、改修や照明灯の LED 化工事を実施することにより、教職員宿舎

の住環境の向上を図るものである。 
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３ 公共的施設の整備計画 

  令和５年度から令和９年度までの５年間 

        （単位：千円） 

区   分 

事業費 

財 源 内 訳 一般財源

の う ち 

辺地対策

事業債の

予 定 額 

備 考 特定 

財源 

一般 

財源 
施 設 名 事業主体名 

変 

小川島教職員

宿舎改修事業 
唐津市 620 0 620 600 令和 5 年度 

更 
医療施設等設

備整備事業 
唐津市 10,589 5,294 5,295 5,100 

令和 6 年度から 

令和 7 年度まで 

前 
漁業集落排水

長寿命化事業 
唐津市 67,069 31,610 35,459 17,500 

令和 6 年度から 

令和 9 年度まで 

計 78,278 36,904 41,374 23,200  

変 

小川島教職員

宿舎改修事業 
唐津市 620 0 620 600 令和 5 年度 

更 
医療施設等設

備整備事業 
唐津市 10,589 5,294 5,295 5,100 

令和 6 年度から 

令和 7 年度まで 

後 
漁業集落排水

長寿命化事業 
唐津市 67,069 31,610 35,459 17,500 

令和 6 年度から 

令和 9 年度まで 

教員宿舎管理

費 
唐津市 6,982 0 6,982 6,900 

令和 8 年度から 

令和 9 年度まで 

計 85,260 36,904 48,356 30,100  
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議案第５９号 

   唐津市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について 

次のとおり唐津市の特定の事務を取り扱わせる郵便局を指定する。 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 

 

１ 指定する郵便局の名称 

唐津鏡郵便局 佐志郵便局 岩屋郵便局 納所郵便局 星賀郵便局 山本郵

便局 馬渡島郵便局 湊郵便局 切木郵便局 打上郵便局 

２ 郵便局に取り扱わせる事務 

(1) 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、除籍謄本、除籍抄本及び除籍記

載事項証明書（戸籍及び除籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項

証明書）の交付（当該戸籍等に記載され、又は記録されている者に対するもの

に限る。）の請求の受付及び引渡しに関する事務 

(2) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付（当該住民票に記載されてい

る者に対するもの又は同一世帯に属する者に限る。）の請求の受付及び引渡し

に関する事務 

(3) 戸籍の附票の写しの交付（当該戸籍の附票に記載されている者に対するもの

に限る。）の請求の受付及び引渡しに関する事務 

(4) 印鑑登録証明書の交付（当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するも

のに限る。）の請求の受付及び引渡しに関する事務 

(5) 所得証明書、課税証明書及び所得課税証明書の交付（当該証明書に記載され

ている者に対するもの又は同一世帯の親族に限る。）の請求の受付及び引渡し

に関する事務 

３ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 
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提案理由  唐津市の特定の事務を取り扱わせる郵便局を指定したいので、地方公

共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第３条第３項

の規定により提案するものである。 
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議案第６０号 

   市道路線の廃止及び認定について 

 次のとおり市道の路線を廃止及び認定するものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

                  唐津市長 峰  達 郎     

 

１ 廃止する市道路線 

整 理 

番 号 
路 線 名 

起  点 

    終  点 
地  名 

参 考 

資 料 

番 号 

１ 高尾団地線 
呼子町呼子字高尾３６４４番４地先 

呼子町呼子字高尾３４８３番地先 
１ 

２ 
高 尾 団 地 線

（２） 

呼子町呼子字坊山３４２３番地先 

呼子町呼子字坊山３３７６番１地先 
１ 

３ 東山本十二号線 
山本字日出来４４９番１０地先 

山本字日出来４０１番２６地先 
２ 

４ 笹原～中島線 
厳木町中島字深町９１８番４地先 

厳木町牧瀬字一ト踊８８番１２地先 
３ 

５ 持安２号線 
浜玉町横田上字持安７４７番１地先 

浜玉町横田上字持安７５１番１地先 
４ 

６ 大江～横田上線 
浜玉町大江字大江前２０８番２地先 

浜玉町横田上字金丸８７４番地先 
５ 
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２ 認定する市道路線 

整 理 

番 号 
路 線 名 

起  点 

    終  点 
地  名 

参 考 

資 料 

番 号 

１ 高尾団地線 
呼子町呼子字高尾３４７９番８地先 

鎮西町丸田字副７２５３番５地先 
１ 

２ 東山本十二号線 
山本字日出来４４９番１０地先 

山本字小森２４４番８地先 
２ 

３ 笹原～中島線 
厳木町中島字深町９１８番１地先 

厳木町牧瀬字一ト踊８８番１２地先 
３ 

４ 持安二号線 
浜玉町横田上字持安７５１番３地先 

浜玉町横田上字持安７５２番地先 
４ 

５ 大江～横田上線 
浜玉町大江字大江前２５１番１地先 

浜玉町横田上字金丸８７４番１地先 
５ 

６ 口ノ坪四号線 
久里字口ノ坪５１４番５地先 

久里字口ノ坪５１４番１６地先 
６ 

７ 元石町三号線 
元石町６０４番１０地先 

元石町６０８番９地先 
７ 

８ 元石町四号線 
元石町６０４番１０地先 

元石町６０４番８地先 
７ 

９ 元石町五号線 
元石町６０４番５地先 

元石町６０７番１地先 
７ 

１０ 元石町六号線 
元石町６０８番１１地先 

元石町６０８番３地先 
７ 

１１ 原四十六号線 
原字三ノ久８２７番７地先 

原字三ノ久８３０番１３地先 
８ 

１２ 原四十七号線 
原字三ノ久８３０番８地先 

原字三ノ久８３０番７地先 
８ 
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１３ 稲浦十二号線 
浜玉町横田下字稲浦９６番１地先 

浜玉町横田下字稲浦１００番１３地先 
９ 

１４ 成ツギ一号線 

北波多徳須恵字成ツギ１３９８番４６地

先 

北波多徳須恵字成ツギ１３９８番３２地

先 

１０ 

１５ 成ツギ二号線 

北波多徳須恵字成ツギ１３９８番４５地

先 

北波多徳須恵字成ツギ１３９８番３２地

先 

１０ 

 

 

提案理由  道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定により提案するもので 

ある。 
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議案第６１号 

   市営住宅等の明渡し請求その他調停申立て並びに訴訟の提起及び和解 

   について 

 令和８年度において、市営住宅等の明渡し請求その他調停申立て並びに訴訟の提

起及び和解をすることができるものとする。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  市営住宅等の適正な財産管理を期するため提案するものである。 
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